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 インドネシアの運輸大臣は、COVID-19 の感染拡大防止及びインドネシアへの変異ウィルスの侵入阻止を図るため、COVID-

19 アウトブレイク中の航空輸送による国際旅行実施のためのガイドラインに関する 2021 年運輸大臣通達 74 号(以下「本ガイド

ライン」といいます。)を制定しました。 

 

 本ガイドラインは、インドネシア国民と、インドネシアに入国する資格のある外国人(以下「入国者」と総称します。)の双方に適

用されます。「資格のある外国人」とは、(i)恒久居住許可(Izin Tinggal Tetap - ITAP)又は暫定居住許可(Izin Tinggal Terbatas - 

ITAS)の保有者、(ii)医療及び人道目的でインドネシアに入国する者、(iii)乗務員、(iv)隔離免除の取決めに基づく入国者、並びに

(v)インドネシア政府から特別許可を受けた者などを意味します。 

 

 本ガイドラインでは、入国者は、以下の入国手続きと衛生プロトコールを遵守する必要があるとされています。 

 

 

Ⅰ. 入国可能な空港 
 

 空路の場合、ジャカルタ近郊の Soekarno-Hatta 国際空港又はマナドの Sam Ratulangi 国際空港のいずれかから入国する必要

があります。 

 

Ⅱ. プロトコール 
 

1 入国者は、入国時に、以下を提示しなければなりません。 

 

文書 備考 

ワクチン接種証明書(接

種国の言語に加えて英

語で記載されている必

要があります。なお、紙

とデジタル文書のいず

れでも構いません。) 

• 必要なワクチン投与がなされていることが記載されている必要があります。

投与について記載されていない場合、RT-PCR 検査で 2 回陰性と判定された

後に、隔離施設でワクチンを接種する必要があります。なお、外国人の場

合、隔離施設でのワクチン接種は、(a)12 歳から 17 歳の者、(b)外交官ビザ保

有者、及び(c)恒久居住許可又は暫定居住許可カードの保有者のみが受け

ることができます。 

 

• ワクチン接種証明書は、(a)健康上の理由でワクチンを接種できない者、(b)18

歳未満の者、及び(c)トランジット目的で到着する者については免除されてい

ます。 
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RT-PCR 検査結果 出発時間の 72 時間以内に行われた RT-PCR 検査の陰性証明を提示する必要

があります。 

PeduliLindungi アプリ 

 

インドネシア政府が管理する Android 及び IOS 向けのアプリをインストールしてい

る必要があります。 

 

電子健康アラートカード

(E-Hac) 

PeduliLindungi アプリを通じたオンライン申告、又は出発空港でのマニュアル申告

により取得します。 

 

健康保険・旅行保険(外

国人のみ) 

COVID-19 のための強制隔離及び COVID-19 陽性時の治療費をカバーしている

必要があります。 

 

 

 

2 入国者は、空港で RT-PCR 検査を受ける必要があります。 

 

a. COVID-19 の検査結果が陽性の場合、入国者は、病院で治療を受けなければなりません。インドネシア国民につい

ては、医療費はインドネシア政府が負担しますが、外国人については、医療費は、自己又はビザのスポンサーの負

担となります。 

 

b. COVID-19 の検査結果が陰性の場合、入国者は、COVID-19 タスクフォースが推奨する隔離施設で 8 日間隔離され

ます。 

 

3 隔離期間の 7 日目に、入国者は、隔離施設で再度 RT-PCR 検査を受けます。 

 

a. COVID-19 の検査結果が陽性の場合、病院で治療を受けなければなりません。 

 

b. COVID-19 の検査結果が陰性の場合、隔離期間経過後に隔離から解放され、隔離施設を出ることができます。 

 

 

 
  

本ニューズレターは、インドネシアの独立の事務所であり、西村あさひ法律事務所と提携関係にある Walalangi & Partners と共同で作成しています。 

 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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